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新旧対照表

改 正 案 現 行

●輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原 ●輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原

産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表 産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表

輸入貿易管理令（昭和二十四年政令第四百十四号）第三条第一項の規定 輸入貿易管理令（昭和二十四年政令第四百十四号）第三条第一項の規定

に基づき、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受 に基づき、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受

けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要な事 けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要な事

項の公表を次のとおり行ない、昭和三十九年四月通商産業省告示第二百三 項の公表を次のとおり行ない、昭和三十九年四月通商産業省告示第二百三

号（輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受けるべ 号（輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受けるべ

き貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入に必要な事項の公表（第 き貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入に必要な事項の公表（第

一回）を行なう等の件）は、廃止し、昭和四十一年五月一日から適用する 一回）を行なう等の件）は、廃止し、昭和四十一年五月一日から適用する

。 。

一 輸入割当てを受けるべき貨物の品目は、次の表の第一に掲げる自由化 一 輸入割当てを受けるべき貨物の品目は、次の表の第一に掲げる自由化

されていない品目（以下「非自由化品目」という。）及び同表の第二に されていない品目（以下「非自由化品目」という。）及び同表の第二に

掲げる品目とする。 掲げる品目とする。

第１ 自由化されていない品目（非自由化品目） 第１ 自由化されていない品目（非自由化品目）

関税率表の 品 目 備 考 関税率表の 品 目 備 考

番 号 等 番 号 等

0301・99-2 （略） 0301・99-2 生きているにしん（クルペア属のもの ○

）、たら（ガドゥス属、テラグラ属又

はメルルシウス属のもの）、ぶり（セ

リオーラ属のもの）、さば（スコムベ

ル属のもの）、いわし（エトルメウス

属、サルディノプス属又はエングラウ

リス属のもの）、あじ（トラクルス属

又はデカプテルス属のもの）及びさん

ま（コロラビス属のもの）

03･02 （略） 03･02 生鮮の又は冷蔵したにしん（クルペア ○

属のもの）、たら（ガドゥス属、テラ

グラ属又はメルルシウス属のもの）及

びその卵、ぶり（セリオーラ属のもの

）、さば（スコムベル属のもの）、い

わし（エトルメウス属、サルディノプ

ス属又はエングラウリス属のもの）、

あじ（トラクルス属又はデカプテルス

属のもの）及びさんま（コロラビス属

のもの）

03･03 （略） 03･03 冷凍したにしん（クルペア属のもの） ○

、たら（ガドゥス属、テラグラ属又は

メルルシウス属のもの）及びその卵、

ぶり（セリオーラ属のもの）、さば（

スコムベル属のもの）、いわし（エト

ルメウス属、サルディノプス属又はエ

ングラウリス属のもの）、あじ（トラ

クルス属又はデカプテルス属のもの）

及びさんま（コロラビス属のもの）

03･04 （略） 03･04 にしん（クルペア属のもの）、たら（ ○

ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシ

ウス属のもの）、ぶり（セリオーラ属

のもの）、さば（スコムベル属のもの

）、いわし（エトルメウス属、サルデ

ィノプス属又はエングラウリス属のも

の）、あじ（トラクルス属又はデカプ

テルス属のもの）及びさんま（コロラ

ビス属のもの）のフィレその他の魚肉

（生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍した

ものに限る。）

03･05 （略） 03･05 乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたにし ○

ん（クルペア属のもの）、たら（ガド

ゥス属、テラグラ属又はメルルシウス

属のもの）、ぶり（セリオーラ属のも

の）、さば（スコムベル属のもの）、

いわし（エトルメウス属、サルディノ

プス属又はエングラウリス属のもの）

、あじ（トラクルス属又はデカプテル

ス属のもの）及びさんま（コロラビス
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属のもの）並びにそれらの魚種のフィ

ッシュミール、たら（ガドゥス属、テ

ラグラ属又はメルルシウス属のもの）

の卵並びに煮干し

03･07 （略） 03･07 帆立貝、貝柱及びいか（もんごういか ○

を除く。）

（削る） 1211･30 コカ葉

（削る） 1211･40 けしがら

（削る） 1211･90-3 大麻草

1212･20 （略） 1212･20 長方形（正方形を含む。）の紙状に抄 ○

-1-(1) -1-(1) 製した食用の海草で、一枚の面積が

430平方センチメートル以下のもの

1212･20 （略） 1212･20 あまのり属の食用の海草及びこれをあ

-1-(2) -1-(2) まのり属の食用の海草及びこれを交え

た食用の海草（関税率表第1212･20号

の1-(1)に掲げるものを除く。）

1212･20 （略） 1212･20 その他の食用の海草（あおのり属、ひ ○

-1-(3) -1-(3) とえぐさ属、とろろこんぶ属又はこん

ぶ属のものに限る。）

（削る） 1301･90 大麻の樹脂 ○

（削る） 1302･11 生あへん

（削る） 1302･19 大麻エキス、大麻チンキ及び粗製コカ

-3-(2) イン

2106･90 （略） 2106･90 海草の調製食料品（あまのり属、あお ○

-2-(2)-E -2-(2)-E のり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ

属又はこんぶ属のものに限る。）

（削る） 25･24 石綿（労働安全衛生法施行令の一部を

改正する政令（平成十八年政令第二百

五十七号）附則第三条第六号に掲げる

ものを除く。）

（削る） 26･12 ウラン鉱及びトリウム鉱（精鉱を含む

。）

（削る） 2844･10 天然ウラン及びその化合物並びに天然 ○

ウラン又はその化合物を含有する合金

（フェロウランを除く。）、ディスパ

ーション（サーメットを含む。）、陶

磁製品及び混合物

（削る） 2844･20 ウラン2 3 5を濃縮したウラン及びプル ○

トニウム並びにこれらの化合物並びに

ウラン2 3 5を濃縮したウラン、プルト

ニウム又はこれらの化合物を含有する

合金（フェロウランを除く。）、ディ

スパーション（サーメットを含む。）

、陶磁製品及び混合物

（削る） 2844･30 ウラン2 3 5を減少させたウラン及びト ○

リウム並びにこれらの化合物並びにウ

ラン2 3 5を減少させ

たウラン、トリウム又はこれらの化合

物を含有する合金（フェロウランを除

く。）、ディスパーション（サーメッ

トを含む。）、陶磁製品及び混合物

（削る） 2844･40 核分裂性同位元素の化合物並びにこれ ○

を含有する合金、ディスパーション（

サーメットを含む。）、陶磁製品及び

混合物

（削る） 2844･50 使用済みの原子炉用核燃料要素（カー

トリッジ）
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（削る） 2903･29 ヘキサクロロブタ－１，３－ジエン（ ○

試験研究用のものを除く。）

（削る） 2903･52 １，２，４，５，６，７，８，８－オ

クタクロロ－２，３，3a，４，７，7a

－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－１

Ｈ－インデン、１，４，５，６，７，

８，８－ヘプタクロロ－3a，４，７，

7a－テトラヒドロ－４，７－メタノ－

１Ｈ－インデン及びこれらの類縁化合

物の混合物（別名クロルデン又はヘプ

タクロル。三の７の（１）において「

クロルデン類」という。）並びに１，

２，３，４，10，10－ヘキサクロロ－

１，４，4a，５，８，8a－ヘキサヒド

ロ－エキソ－１，４－エンド－５，８

－ジメタノナフタレン（別名アルドリ

ン。三の７の（１）において「アルド

リン」という。）（試験研究用のもの

を除く。）

（削る） 2903･59 ポリクロロ－２，２－ジメチル－３－ ○

メチリデンビシクロ［２．２．１］ヘ

プタン（別名トキサフェン。三の７の

（１）において「トキサフェン」とい

う。）及びドデカクロロペンタシクロ
２ ６ ３ ９ ４［５．３．０．０ ．０ ．０, ,

］デカン（別名マイレックス。三,８

の７の（１）において「マイレックス

」という。）（試験研究用のものを除

く。）

（削る） 2903･62 ヘキサクロロベンゼン及び１，１，１ ○

－トリクロロ－２，２－ビス（４－ク

ロロフェニル）エタン（別名ＤＤＴ。

三の７の（１）において「ＤＤＴ」と

いう。）（試験研究用のものを除く。

）

（削る） 2903･69 ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ナフ ○

タレン（塩素数が三以上のものに限る

。以下同じ。）（試験研究用のものを

除く。）

（削る） 2904･20 ４－ニトロジフェニル及びその塩 ○

（削る） 2906･29 ２，２，２ートリクロロ－１，１－ビ ○

ス（４－クロロフェニル）エタノール

（別名ジコホル。三の７の（１）にお

いて「ジコホル」という。）（試験研

究用のものを除く。）

（削る） 2907･19 ２・４・６―トリ―ターシャリ―ブチ ○

ルフェノール（試験研究用のものを除

く。）

（削る） 2909･19 ビス（クロロメチル）エーテル ○

（削る） 2910･40 １，２，３，４，10，10－ヘキサクロ

ロ－６，７－エポキシ－１，４，4a，

５，６，７，８，8a－オクタヒドロ－

エキソ－１，４－エンド－５，８－ジ

メタノナフタレン（別名ディルドリン

。三の７の（１）において｢ディルド

リン｣という。）（試験研究用のもの

を除く。）

（削る） 2910･90 １，２，３，４，10，10－ヘキサクロ ○

ロ－６，７－エポキシ－１，４，4a，

５，６，７，８，8a－オクタヒドロ－

エンド－１，４－エンド－５，８－ジ

メタノナフタレン（別名エンドリン。

三の７の（１）において「エンドリン

」という。）（試験研究用のものを除

く。）
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（削る） 2914･31 フェニルプロパン－２－オン（別名フ

ェニルアセトン）

（削る） 2918･19 ４－ヒドロキシ酪酸（別名ＧＨＢ）及 ○

びその塩類

（削る） 2921･45 ベーターナフチルアミン及びその塩 ○

（削る） 2921･46 フェニルアミノプロパン及びその塩類 ○

（削る） 2921･49 ４－アミノジフェニル、Ｎ－エチル－ ○

１－フェニルシクロヘキシルアミン（

別名エチシクリジン）及びこれらの塩

類

（削る） 2921･51 Ｎ・Ｎ′―ジトリル―パラ―フェニレ ○

ンジアミン、Ｎ―トリル―Ｎ′―キシ

リル―パラ―フェニレンジアミン及び

Ｎ・Ｎ′―ジキシリル―パラ―フェニ

レンジアミン（試験研究用のものを除

く。）

（削る） 2921･59 ベンジジン及びその塩 ○

（削る） 2922･19 ３－アセトキシ－６－ジメチルアミノ ○

－４・４－ジフェニルヘプタン（別名

アセチルメタドール）、α－３－アセ

トキシ－６－ジメチルアミノ－４・４

－ジフェニルヘプタン（別名アルファ

アセチルメタドール）、β－３－アセ

トキシ－６－ジメチルアミノ－４・４

－ジフェニルへプタン（別名ベータア

セチルメタドール）、α－３－アセト

キシ－６－メチルアミノ－４・４－ジ

フェニルへプタン（別名ノルアシメタ

ドール）、６－ジメチルアミノ－４・

４－ジフェニル－３－ヘプタノール（

別名ジメフェプタノール）、α－６－

ジメチルアミノ－４・４－ジフェニル

－３－ヘプタノール（別名アルファメ

タドール）、β－６－ジメチルアミノ

－４・４－ジフェニル－３－ヘプタノ

ール（別名ベータメタドール）、４－

ジメチルアミノ－３－メチル－１・２

－ジフェニル－２－（プロピオニルオ

キシ）ブタン（別名プロポキシフェン

）、（２－ジメチルアミノ）エチル－

１－エトキシ－１・１－ジフェニルア

セテート（別名ジメノキサドール）及

びこれらの塩類

（削る） 2922･29 ４－エチル－２・５－ジメトキシ－α ○

－メチルフェネチルアミン（別名ＤＯ

ＥＴ）、２・５－ジメトキシ－４・α

－ジメチルフェネチルアミン（別名Ｄ

ＯＭ）、２・５－ジメトキシ－α－メ

チルフェネチルアミン（別名ＤＭＡ）

、３・４・５－トリメトキシフェネチ

ルアミン（別名メスカリン）、３・４

・５－トリメトキシ－α－メチルフェ

ネチルアミン（別名ＴＭＡ）、４－ブ

ロモ－２・５－ジメトキシフェネチル

アミン、４－ブロモ－２・５－ジメト

キシ－α－メチルフェネチルアミン（

別名プロランフェタミン）、４－メト

キシ－α－メチルフェネチルアミン（

別名ＰＭＡ）、２・４・５－トリメト

キシ－α－メチルフェネチルアミン及

びこれらの塩類

（削る） 2922･31 ６－ジメチルアミノ－４・４－ジフェ ○

ニル－３－ヘキサノン（別名ノルメサ
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ドン）、６－ジメチルアミノ－４・４

－ジフェニル－３－ヘプタノン（別名

メサドン）及びこれらの塩類

（削る） 2922･39 ６－ジメチルアミノ－５－メチル－４ ○

・４－ジフェニル－３－ヘキサノン（

別名イソメサドン）、２－（メチルア

ミノ）－１－フェニルプロパン－１－

オン（別名メトカチノン）、２－（２

－クロロフェニル）－２－（メチルア

ミノ）シクロヘキサノン（別名ケタミ

ン）及びこれらの塩類

（削る） 2922･44 トランス－２－ジメチルアミノ－１－

フェニル－３－シクロヘキセン－１－

カルボン酸エチルエステル（別名チリ

ジン）及びその塩類

（削る） 2922･49 ７－［（１０・１１－ジヒドロ－５Ｈ ○

－ジベンゾ［ａ・ｄ］シクロヘプテン

－５－イル）アミノ］ヘプタン酸（別

名アミネプチン）及びその塩類

（削る） 2924･29 Ｎ－（２－（メチルフェネチルアミノ ○

）プロピル）プロピオンアニリド（別

名ジアンプロミド）及びその塩類

（削る） 2926･30 ４－シアノ－２－ジメチルアミノ－４ ○

・４－ジフェニルブタン（別名メサド

ン中間体）及びその塩類

（削る） 2930･90 α－メチル－４－メチルチオフェネチ ○

ルアミン（別名４－ＭＴＡ）、２・５

－ジメトキシ－４－（プロピルチオ）

フェネチルアミン、２－［（ジフェニ

ルメチル）スルフィニル］アセタミド

（別名モダフィニル）及びこれらの塩

類

（削る） 29･31 ビス（トリブチルスズ）＝オキシド（ ○

試験研究用のものを除く。）

（削る） 2932･95 6a・７・８・９－テトラヒドロ－６・ ○

６・９－トリメチル－３－ペンチル－

６Ｈ－ジベンゾ（ｂ・ｄ）ピラン－１

－オール（別名デルタ10テトラヒドロ

カンナビノール）、6a・７・８・10ａ

－テトラヒドロ－６・６・９－トリメ

チル－３－ペンチル－６Ｈ－ジベンゾ

（ｂ・ｄ）ピラン－１－オール（別名

デルタ９テトラヒドロカンナビノール

）（分解反応以外の化学反応（大麻取

締法（昭和23年法律第124号）第１条

に規定する大麻草（以下この項におい

て「大麻草」という。）及びその製品

に含有されている6a・７・８・10ａ－

テトラヒドロ－６・６・９－トリメチ

ル－３－ペンチル－６Ｈ－ジベンゾ（

ｂ・ｄ）ピラン－１－オールを精製す

るために必要なものを除く。）を起こ

させることにより得られるものに限る

。）、6a・７・10・10ａ－テトラヒド

ロ－６・６・９－トリメチル－３－ペ

ンチル－６Ｈ－ジベンゾ（ｂ・ｄ）ピ

ラン－１－オール（別名デルタ８テト

ラヒドロカンナビノール）（分解反応

以外の化学反応（大麻草及びその製品

に含有されている6a・７・10・10ａ－

テトラヒドロ－６・６・９－トリメチ

ル－３－ペンチル－６Ｈ－ジベンゾ（

ｂ・ｄ）ピラン－１－オールを精製す

るために必要なものを除く。）を起こ

させることにより得られるものに限る

。）、6a・９・10・10ａ－テトラヒド

ロ－６・６・９－トリメチル－３－ペ

ンチル－６Ｈ－ジベンゾ（ｂ・ｄ）ピ



- 6 -

07/03/05 12:59

ラン－１－オール（別名デルタ７テト

ラヒドロカンナビノール）、７・８・

９・10－テトラヒドロ－６・６・９－

トリメチル－３－ペンチル－６Ｈ－ジ

ベンゾ（ｂ・ｄ）ピラン－１－オール

（別名デルタ6a（10ａ）テトラヒドロ

カンナビノール）、８・９・10・10ａ

－テトラヒドロ－６・６・９－トリメ

チル－３－ペンチル－６Ｈ－ジベンゾ

（ｂ・ｄ）ピラン－１－オール（別名

デルタ6a(７)テトラヒドロカンナビノ

ール）、6a・７・８・９・10・10ａ－

ヘキサヒドロ－６・６－ジメチル－９

－メチレン－３－ペンチル－６Ｈ－ジ

ベンゾ（ｂ・ｄ）ピラン－１－オール

（別名デルタ９（11）テトラヒドロカ

ンナビノール）及びこれらの塩類

（削る） 2932･99 Ｎ－エチル－α－メチル－３・４－（ ○

メチレンジオキシ）フェネチルアミン

（別名Ｎ－エチルＭＤＡ）、３－（１

・２－ジメチルヘプチル）－７・８・

９・10－テトラヒドロ－６・６・９－

トリメチル－６Ｈ－ジベンゾ（ｂ・ｄ

）ピラン－１－オール（別名ＤＭＨＰ

）、Ｎ・α－ジメチル－３・４－（メ

チレンジオキシ）フェネチルアミン（

別名ＭＤＭＡ）、３－ヘキシル－７・

８・９・10－テトラヒドロ－６・６・

９－トリメチル－６Ｈ－ジベンゾ（ｂ

・ｄ）ピラン－１－オール（別名パラ

ヘキシル）、α－メチル－３・４－（

メチレンジオキシ）フェネチルアミン

（別名ＭＤＡ）、Ｎ－（α－メチル－

３・４－（メチレンジオキシ）フェネ

チル）ヒドロキシルアミン（別名Ｎ－

ヒドロキシＭＤＡ）、３－メトキシ－

α－メチル－４・５－（メチレンジオ

キシ）フェネチルアミン（別名ＭＭＤ

Ａ）、Ｎ－メチル－α－エチル－３・

４－（メチレンジオキシ）フェネチル

アミン（別名ＭＢＤＢ）、２－メチル

アミノ－１－（３・４－メチレンジオ

キシフェニル）プロパン－１－オン及

びこれらの塩類

（削る） 2933･33 Ｎ－（１－（２－（４－エチル－５－ ○

オキソ－２－テトラゾリン－１－イル

）エチル）－４－（メトキシメチル）

－４－ピペリジル）プロピオンアニリ

ド（別名アルフェンタニル）、１－（

２－（４－アミノフェニル）エチル）

－４－フェニルピペリジン－４－カル

ボン酸エチルエステル（別名アニレリ

ジン）、１－（３－シアノ－３・３－

ジフェニルプロピル）－４－フェニル

ピペリジン－４－カルボン酸エチルエ

ステル（別名ジフェノキシレート）、

４－シアノ－１－メチル－４－フェニ

ピペリジン（別名ペチジン中間体Ａ）

、４・４－ジフェニル－６－ピペリジ

ノ－３－ヘプタノン（別名ジピパノン

）、１・２・５－トリメチル－４－フ

ェニル－４－（プロピオニルオキシ）

ピペリジン（別名トリメペリジン）、

１－（３－ヒドロキシ－３－フェニル

プロピル）－４－フェニルピペリジン

－４－カルボン酸エチルエステル（別

名フェノペリジン）、４－（３－ヒド

ロキシフェニル）－１－メチル－４－

ピペリジルエチルケトン（別名ケトベ

ミドン）、１－（３－シアノ－３・３

－ジフェニルプロピル）－４－（２－

オキソ－３－プロピオニル－１－ベン

ズイミダゾリニル）ピペリジン（別名

ベジトラミド）、１－（３－シアノ－
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３・３－ジフェニルプロピル）－４－

（１－ピペリジノ）ピペリジン－４－

カルボン酸アミド（別名ピリトラミド

）、１－（３－シアノ－３・３－ジフ

ェニルプロピル）－４－フェニルピペ

リジン－４－カルボン酸（別名ジフェ

ノキシン）、１－（１－フェニルシク

ロヘキシル）ピペリジン（別名フェン

シクリジン）、Ｎ－（１－フェネチル

－４－ピペリジル）プロピオンアニリ

ド（別名フェンタニル）、Ｎ－（１－

メチル－２－（ピペリジノエチル））

－Ｎ－２－ピリジルプロピオンアミド

（別名プロピラム）、２－フェニル－

２－（２－ピペリジル）酢酸メチルエ

ステル（別名メチルフェニデート）、

１－メチル－４－フェニルピペリジン

－４－カルボン酸エチルエステル及び

これらの塩類

（削る） 2933･39 ３－アリル－１－メチル－４－フェニ ○

ル－４－（プロピオニルオキシ）ピペ

リジン（別名アリルプロジン）、α－

３－エチル－１－メチル－４－フェニ

ル－４－（プロピオニルオキシ）ピペ

リジン（別名アルファメプロジン）、

β－３－エチル－１－メチル－４－フ

ェニル－４－（プロピオニルオキシ）

ピペリジン（別名ベータメプロジン）

、α－１・３－ジメチル－４－フェニ

ル－４－（プロピオニルオキシ）ピペ

リジン（別名アルファプロジン）、β

－１・３－ジメチル－４－フェニル－

４－（プロピオニルオキシ）ピペリジ

ン（別名ベータプロジン）、１－（２

－（２－ヒドロキシエトキシ）エチル

）－４－フェニルピペリジン－４－カ

ルボン酸エチルエステル（別名エトキ

セリジン）、４－（３－ヒドロキシフ

ェニル）－１－メチルピペリジン－４

－カルボン酸エチルエステル（別名ヒ

ドロキシペチジン）、４－フェニルピ

ペリジン－４－カルボン酸エチルエス

テル（別名ペチジン中間体Ｂ）、４－

フェニル－１－（３－フェニルアミノ

プロピル）ピペリジン－４－カルボン

酸エチルエステル（別名ピミノジン）

、１－（２－（ベンジルオキシ）エチ

ル）－４－フェニルピペリジン－４－

カルボン酸エチルエステル（別名ベン

ゼチジン）、Ｎ－（１－メチル－２－

ピペリジノエチル）プロピオンアニリ

ド（別名フェナンプロミド）、１－メ

チル－４－フェニルピペリジン－４－

カルボン酸エステル（１－メチル－４

－フェニルピペリジン－４－カルボン

酸エチルエステルを除く。）、４・４

－ジフェニル－６－ピペリジノ－３－

ヘキサノン（別名ノルピパノン）、Ｎ

－（１－（β－ヒドロオキシフェネチ

ル）－４－ピペリジル）プロピオンア

ニリド（別名ベータヒドロキシフェン

タニル）、Ｎ－（１－（β－ヒドロキ

シフェネチル）－３－メチル－４－ピ

ペリジル）プロピオンアニリド（別名

ベータヒドロキシ－３－メチルフェン

タニル）、１－フェネチル－４－フェ

ニル－４－ピペリジノール酢酸エステ

ル（別名ＰＥＰＡＰ）、４－フルオロ

－Ｎ－（１－フェネチル－４－ピペリ

ジル）プロピオンアニリド（別名パラ

フルオロフェンタニル）、１－メチル

－４－フェニルピペリジン－４－カル

ボン酸（別名ペチジン中間体Ｃ）、Ｎ

－（３－メチル－１－フェネチル－４

－ピペリジル）プロピオンアニリド（
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別名３－メチルフェンタニル）、１－

メチル－４－フェニル－４－ピペリジ

ノールプロピオン酸エステル（別名Ｍ

ＰＰＰ）、Ｎ－（１－（α－メチルフ

ェネチル）－４－ピペリジル）アセト

アニリド（別名アセチル－アルファ－

メチルフェンタニル）、Ｎ－（１－（

α－メチルフェネチル）－４－ピペリ

ジル）プロピオンアニリド（別名アル

ファ－メチルフェンタニル）、１－（

２－メトキシカルボニルエチル）－４

－（フェニルプロピオニルアミノ）ピ

ペリジン－４－カルボン酸メチルエス

テル（別名レミフェンタニル）、１・

２・３・４・５・６－ヘキサヒドロ－

８－ヒドロキシ－６・１１－ジメチル

－３－フェネチル－２・６－メタノ－

３－ベンザゾシン（別名フェナゾシン

）、１・２・３・４・５・６－ヘキサ

ヒドロ－８－ヒドロキシ－３・６・１

１－トリメチル－２・６－メタノ－３

－ベンザゾシン（別名メタゾシン）及

びこれらの塩類

（削る） 2933･41 ３－ヒドロキシ－Ｎ－メチルモルヒナ

ン（右旋性のものを除く。）及びその

塩類

（削る） 2933･49 ３－ヒドロキシ－Ｎ－フェナシルモル ○

ヒナン（右旋性のものを除く。）、３

－ヒドロキシ－Ｎ－フェネチルモルヒ

ナン（別名フェノモルファン）、３・

４－ジメトキシ－１７－メチルモルヒ

ナン－６β・１４－ジオール（別名ド

ロテバノール）、３－ヒドロキシモル

ヒナン（右旋性のものを除く。）、３

－メトキシ－Ｎ－メチルモルヒナン（

右旋性のものを除く。）及びこれらの

塩類

（削る） 2933･53 ５－アリル－５－（１－メチルブチル ○

）バルビツール酸（別名セコバルビタ

ール）及びその塩類

（削る） 2933･55 α－（α－メトキシベンジル）－４－ ○

（β－メトキシフェネチル）－１－ピ

ペラジンエタノール（別名ジペプロー

ル）、３－（２－クロロフェニル）－

２－メチル－４（３Ｈ）－キナゾリノ

ン（別名メクロカロン）、２－メチル

－３－（２－トリル）－４（３Ｈ）－

キナゾリノン（別名メタカロン）及び

これらの塩類

（削る） 2933･59 １－（３－トリフルオロメチルフェニ ○

ル）ピペラジン、１－ベンジルピペラ

ジン、１－（３－クロロフェニル）ピ

ペラジン及びこれらの塩類

（削る） 2933･99 ２－（４－クロロベンジル）－１－（ ○

ジエチルアミノ）エチル－５－ニトロ

ベンズイミダゾール（別名クロニタゼ

ン）、１－（ジエチルアミノ）エチル

－２－（４－エトキシベンジル）－５

－ニトロベンズイミダゾール（別名エ

トニタゼン）、１・３－ジメチル－４

－フェニル－４－（プロピオニルオキ

シ）アザシクロヘプタン（別名プロヘ

プタジン）、３－（２－アミノブチル

）インドール（別名エトリプタミン）

、３－（２－（ジエチルアミノ）エチ

ル）インドール（別名ＤＥＴ）、３－

（２－（ジメチルアミノ）エチル）イ

ンドール（別名ＤＭＴ）、３－（（２

－ジメチルアミノ）エチル）－インド

ール－４－イルリン酸エステル（別名
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サイロシビン）、３－（２－（ジメチ

ルアミノ）エチル）－インドール－４

－オール（別名サイロシン）、１－（

１－フェニルシクロヘキシル）ピロリ

ジン（別名ロリシクリジン）、３・７

－ジヒドロ－１・３－ジメチル－７－

（２－（（α－メチルフェネチル）ア

ミノ）エチル）－１Ｈ－プリン－２・

６－ジオン（別名フェネチリン）、３

－[２－（ジイソプロプルアミノ）エ

チル]－５－メトキシインドール（別

名５－Ｍｅｏ－ＤＩＰＴ）、３－（２

－アミノプロピル）インドール（別名

ＡＭＴ）及びこれらの塩類

（削る） 2934･91 Ｎ－（４－（メトキシメチル）－１－ ○

（２－（２－チエニル）エチル）－４

－ピペリジル）プロピオンアニリド（

別名スフェンタニル）、３－メチル－

２－フェニルモルフォリン（別名フェ

ンメトラジン）及びこれらの塩類

（削る） 2934･99 ３－（Ｎ－エチル－Ｎ－メチルアミノ ○

）－１・１－ジ－（２－チエニル）－

１－ブテン（別名エチルメチルチアン

ブテン）、３－ジエチルアミノ－１・

１－ジ－（２－チエニル）－１－ブテ

ン（別名ジエチルチアンブテン）、３

－ジメチルアミノ－１・１－ジ－（２

－チエニル）－１－ブテン（別名ジメ

チルチアンブテン）、４－フェニル－

１－（２－（テトラヒドロフルフリル

オキシ）エチル）ピペリジン－４－カ

ルボン酸エチルエステル（別名フレチ

ジン）、（（３－メチル－４－モルフ

ォリノ－２・２－ジフェニル）ブチリ

ル）ピロリジン、２－メチル－３－モ

ルフォリノ－１・１－ジフェニル酪酸

（別名モラミド中間体）、１－（２－

モノフォリノエチル）－４－フェニル

ピペリジン－４－カルボン酸エチルエ

ステル（別名モルフェリジン）、６－

モルフォリノ－４・４－ジフェニル－

３－ヘプタノン（別名フェナドキソン

）、４－モルフォリノ－２・２－ジフ

ェニル酪酸エチルエステル（別名ジオ

キサフェチルブチレート）、シス－２

－アミノ－４－メチル－５－フェニル

－２－オキサゾリン（別名４－メチル

アミノレクス）、Ｎ－（１－（２－（

２－チエニル）エチル）－４－ピペリ

ジル）プロピオンアニリド（別名チオ

フェンタニル）、１－（１－（２－チ

エニル）シクロヘキシル）ピペリジン

（別名テノシクリジン）、Ｎ－（１－

（１－メチル－２－（２－チエニル）

エチル）－４－ピペリジル）プロピオ

ンアニリド（別名アルファメチルチオ

フェンタニル）、Ｎ－（３－メチル－

１－（２－（２－チエニル）エチル）

－４－ピペリジル）プロピオンアニリ

ド（別名３－メチルチオフェンタニル

）及びこれらの塩類

（削る） 2939･11 次に掲げるもの及びその塩類 ○

イ コデイン、エチルモルヒネ

ロ ジアセチルモルヒネ（別名ヘロ

イン）

ハ ジヒドロコデイノン（別名ヒド

ロコドン）

ニ ジヒドロコデイン

ホ ジヒドロヒドロキシコデイノン

（別名オキシコドン）

ヘ ジヒドロヒドロキシモルヒノン

（別名オキシモルフォン）

ト ジヒドロモルヒノン（別名ヒド
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ロモルフォン）

チ テバイン

リ モルヒネ

ヌ ７・８－ジヒドロ－７α－（１

（Ｒ）－ヒドロキシ－１－メチル

ブチル）－６－０－メチル－６

・14－エンド－エテノモルヒネ（

別名エトルフィン）

（削る） 2939･19 次に掲げるもの及びその塩類（ヌにあ ○

っては、その誘導体。）

イ Ｎ－アリルノルモルヒネ（別名

ナロルフィン）及びそのエステル

ロ ジヒドロデオキシモルヒネ（別

名デソモルヒネ）及びそのエステ

ル

ハ ジヒドロモルヒネ及びそのエス

テル

ニ ６－ニコチニルコデイン（別名

ニココジン）

ホ ノルモルヒネ（別名デメチルモ

ルヒネ）及びそのエーテル

ヘ 14－ヒドロキシジヒドロモルヒ

ネ（別名ヒドロモルヒノール）

ト ６－メチルジヒドロモルヒネ（

別名メチルジヒドロモルヒネ）

チ メチルジヒドロモルヒノン（別

名メトポン）及びそのエステル

リ ６－メチル－△－６－デオキシ

モルヒネ（別名メチルデソルフィ

ン）

ヌ モルヒネ－Ｎ－オキシドその他

五価窒素モルヒネ

ル ３－０－アセチル－７・８－ジ

ヒドロ－７α－（１（Ｒ）－ヒド

ロキシ－１－メチルブチル）－

６－０－メチル－６・14－エンド

－エテノモルヒネ（別名アセトル

フィン）

ヲ ジヒドロコデイノン－６－（カ

ルボキシメチル）オキシム（別名

コドキシム）

ワ ７・８－ジヒドロ－７－α－〔

１－（Ｒ）－ヒドロキシ－１－メ

チルブチル〕－６・１４－エンド

－エタノテトラヒドロオリパビン

（別名ジヒドロエトルフィン）

カ モルヒネのエーテル（コデイン

、エチルモルヒネを除く。）

ヨ モルヒネのエステル（ジアセチ

ルモルヒネ（別名ヘロイン）を除

く。）

タ ジヒドロコデイノン（別名ヒド

ロコドン）のエステル

レ ジヒドロコデインのエステル

ソ ジヒドロヒドロキシコデイノン

（別名オキシコドン）のエステル

ツ ジヒドロモルヒノン（別名ヒド

ロモルフォン）のエステル

（削る） 2939･41 １－フェニル－２－メチルアミノプロ

パノール－１（エフェドリン）及びそ

の塩類

（削る） 2939･42 １－フェニル－２－メチルアミノプロ

パノール－１（プソイドエフェドリン

）及びその塩類

（削る） 2939･49 １－フェニル－２－ジメチルアミノプ ○

ロパノール－１、エリトロ－２－アミ

ノ－１－フェニルプロパン－１－オー

ル（別名ノルエフェドリン）及びこれ

らの塩類

（削る） 2939･69 リゼルギン酸ジエチルアミド（別名リ ○

ゼルギド）及びその塩類
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（削る） 2939･91 エクゴニン、コカインその他エクゴニ ○

ンのエステル、フェニルメチルアミノ

プロパン及びこれらの塩類

（削る） 2939･99 ２－アミノプロピオフェノン、１－フ ○

ェニル－１－クロロ－２－メチルアミ

ノプロパン、１－フェニル－１－クロ

ロ－２－ジメチルアミノプロパン、１

－フェニル－２－ジメチルアミノプロ

パン及びこれらの塩類

（削る） 3002･10 人用の免疫血清（治験用のもの及び抗 ○

原抗体反応の研究用試薬を除く。）

（削る） 3002･20 人用のワクチン（治験用のもの及び黄 ○

熱ワクチンを除く。）

（削る） 3002･30 口蹄液ワクチン（治験用のものを除く ○

。）

（削る） 30･03 1211･30、2918･19、2921･49、2922･19 ○

から2930･90まで及び2932･95から2939

･99までの項に掲げる物（４－アミノ

ジフェニル及びその塩類を除く。）の

いずれかを含有する製剤。ただし、次

に掲げるものを除く。

イ コデイン、ジヒドロコデイン又

はこれらの塩類の含有量が全重量

の１％以下の製剤であって、この

項のイからホまで以外の部分に規

定する物（コデイン、ジヒドロコ

デイン、４－アミノジフェニル及

びこれらの塩類を除く。）を含有

しないもの

ロ 麻薬原料植物以外の植物（その

一部分を含む。）

ハ １－フェニル－２－メチルアミ

ノプロパノール－１の含有量が全

重量の10％以下の物

ニ １－フェニル－２－ジメチルア

ミノプロパノール－１の含有量が

全重量の10％以下の物

ホ エリトロ－２－アミノ－１－フ

ェニルプロパン－１－オールの含

有量が全重量の50％以下の物

（削る） 30･04 1211･30、2918･19、2921･49、2922･19 ○

から2930･90まで及び2932･95から2939

･99までの項に掲げる物（４－アミノ

ジフェニル及びその塩類を除く。）の

いずれかを含有する製剤。ただし、次

に掲げるものを除く。

イ コデイン、ジヒドロコデイン又

はこれらの塩類の含有量が全重量

の１％以下の製剤であって、この

項のイからホまで以外の部分に規

定する物（コデイン、ジヒドロコ

デイン 、４－アミノジフェニル

及びこれらの塩類を除く。）を含

有しないもの

ロ 麻薬原料植物以外の植物（その

一部分を含む。）

ハ １－フェニル－２－メチルアミ

ノプロパノール－１の含有量が全

重量の10％以下の物

ニ １－フェニル－２－ジメチルア

ミノプロパノール－１の含有量が

全重量の10％以下の物

ホ エリトロ－２－アミノ－１－フ

ェニルプロパン－１－オールの含

有量が全重量の50％以下の物

（削る） 3404･90 ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ナフ ○

タレン（試験研究用のものを除く。）
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（削る） 3506･91 ベンゼンを含有するゴムのりで、その ○

含有するベンゼンの容量が当該ゴムの

りの溶剤（希釈剤を含む。）の５％を

超えるもの

（削る） 36･01 火薬

（削る） 36･02 爆薬

（削る） 36･03 導火線、導爆線、火管、イグナイター ○

（次に掲げるものを除く。）及び雷管

イ 火薬０．１グラム以下のイグナ

イターのうち、黒色火薬を使用し

電気により点火する構造のもの

ロ 自動車用エアバッグガス発生器

に組み込んで用いるイグナイター

であって、次の(1)から(6)までに

掲げる要件を満たすもの

(1) 火薬（過塩素酸塩を主とす

る火薬に限る。以下同じ。）の

量が０．２６グラム以下のもの

又は火薬の量が０．０９グラム

以下であり、かつ、爆薬の量が

０．０２５グラム以下のもので

あること。ただし、点火部（イ

グナイターの部分品であって、

点火薬が充てんされているもの

をいう。以下同じ。）を２つ有

するものの場合には、それぞれ

の点火部の火薬の量が０．２６

グラム以下であること。

(2) 電気により点火し、外部の

ガス発生剤に着火する構造であ

ること。

(3) 火薬及び爆薬を再度充てん

することができず、再使用でき

ない構造であること。

(4) 外殻は、防錆性を有する材

質であること。

(5) 内部の火薬及び爆薬が容易

に取り出せない構造であること

。

(6) 点火部を２つ有するものの

場合には、それぞれの点火部が

(1)から(5)までの要件を満たし

、かつ、一方の点火部の点火が

他方の点火部の点火を引き起こ

さない構造であること。

ハ 自動車用シートベルト引っ張り

固定器に用いるガス発生器（Ｌ字

型ガス発生器を含む。）、自動車

用乗員前方移動拘束装置に用いる

ガス発生器又は自動車用歩行者衝

撃緩和ボンネット上昇装置に用い

るガス発生器に組み込んで用いる

イグナイターであって、次の(1)

から(5)までに掲げる要件を満た

すもの

(1) 火薬の量が０．２６グラム

以下のもの又は火薬の量が０．

０９グラム以下であり、かつ、

爆薬の量が０．０２５グラム以

下のものであること。ただし、

自動車用乗員前方移動拘束装置

に用いるガス発生器に組み込ん

で用いるものの場合には、火薬

の量が０．２５グラム以下のも

のであること。

(2) 電気により点火し、外部の

ガス発生剤に着火する構造であ

ること。

(3) 火薬及び爆薬を再度充てん

することができず、再使用でき

ない構造であること。

(4) 外殻は、防錆性を有する材

質であること。
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(5) 内部の火薬及び爆薬が容易

に取り出せない構造であること

。

（削る） 36･05 黄りんマッチ ○

（削る） 38･22 ４－ニトロジフェニル（その塩を含む ○

。）、ビス（クロロメチル）エーテル

、ベンジジン（その塩を含む。）、４

－アミノジフェニル（その塩を含む。

）又はベータ－ナフチルアミン（その

塩を含む。）をその重量の１％を超え

て含有する製剤その他のもの

（削る） 3824･82 ポリ塩化ビフェニル（試験研究用のも ○

のを除く。）

（削る） 3824･90 ４－ニトロジフェニル（その塩を含む ○

。）、ビス（クロロメチル）エーテル

、ベンジジン（その塩を含む。）、４

－アミノジフェニル（その塩を含む。

）又はベータ－ナフチルアミン（その

塩を含む。）をその重量の１％を超え

て含有する製剤その他のもの及びポリ

塩化ナフタレン（試験研究用のものを

除く。）

（削る） 4005･20 ベンゼンを含有するゴムのりで、その ○

含有するベンゼンの容量が当該ゴムの

りの溶剤（希釈剤を含む。）の５％を

超えるもの

（削る） 4016･99 ベンゼンを含有するゴムのりで、その ○

含有するベンゼンの容量が当該ゴムの

りの溶剤（希釈剤を含む。）の５％を

超えるもの

（削る） 8109･90 ジルコニウムの管 ○

（削る） 8401･10 原子炉

（削る） 8401･30 核燃料要素（カートリッジ式で未使用

のものに限る。）

（削る） 8401･40 原子炉の部分品

（削る） 84･11 軍用航空機用原動機（部分品を除く。） ○

（削る） 8412･10 軍用航空機用原動機 ○

（削る） 8412･39 軍用航空機用原動機 ○

（削る） 8412･80 軍用航空機用原動機 ○

（削る） 87･10 戦車その他の装甲車両（自走式のもの

に限るものとし、武器を装備している

かいないかを問わない。）及びその部

分品

（削る） 88･02 軍用航空機（関税率表第8802・60号に ○

掲げるものを除く。）

（削る） 89･06 軍艦 ○

（削る） 9030･10 電離放射線の測定用又は検出用の機器 ○

（核燃料物質を含むものに限る。）

（削る） 9030･90 電離放射線の測定用又は検出用の機器 ○

（核燃料物質を含むものに限る。）の

部分品及び附属品（核燃料物質を含む

ものに限る。）

（削る） 93･01 軍用の武器

（削る） 93･02 けん銃
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（削る） 93･03 その他の火器及びこれに類する器具で

発射火薬により作動するもの

（削る） 93･04 その他の武器

（削る） 93･05 関税率表第93・01項から第93・04項ま ○

での物品の部分品及び附属品（関税率

表第9305・99号であって、プラスチッ

ク製、ゴム製、革製、コンポジション

レザー製又は紡織用繊維製のものを除

く。）

（削る） 93･06 爆弾、手りゅう弾、魚雷、機雷、ミサ

イルその他これらに類する物品及びこ

れらの部分品並びに弾薬筒その他の銃

砲弾及び発射体並びにこれらの部分品

（散弾及びカートリッジワッドを含む

。）

（削る） 93･07 刀、剣、やりその他これらに類する武

器並びにこれらの部分品及びさや

第２ モントリオール議定書附属書に定める規制物質 第２ ワシントン条約動植物及びその派生物、モントリオール議定書、残

留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に定める規制物質並びに

石綿を用いた製品

（削る） １ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（以下

「ワシントン条約」という。）附属書Ⅰに掲げる種に属する動物（ま

っこう鯨、つち鯨、みんく鯨、いわし鯨、にたり鯨、ながす鯨及びカ

ワゴンドウを除く。）又は植物（以下「ワシントン条約適用対象動植

物」という。）及びこれらの個体の一部

（削る） ２ 卵、種子、球根、果実（果皮を含む。）、はく製又は化工品（以下

「派生物」という。）であってワシントン条約適用対象動植物に係る

もの

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書（以下「モ ３ オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書（以下「モ

ントリオール議定書」という。）附属書ＡのグループⅠに属する物質 ントリオール議定書」という。）附属書ＡのグループⅠに属する物質

（二の表の第２に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入 （輸入貿易管理令（以下「令」という。）第四条第一項第二号の規定

するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用さ による輸入の承認（以下「二号承認」という。）を受けなければなら

れるもの及び試験研究又は分析に用いられるものを除く。）、同議定 ない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料

書附属書ＡのグループⅡに属する物質（二の表の第２に基づき輸入の として使用されるもの及び試験研究又は分析に用いられるものを除く

承認を受けなければならない者が輸入するもの及び当該物質以外の物 。）、同議定書附属書ＡのグループⅡに属する物質（経済産業大臣の

質の製造工程において原料として使用されるものを除く。）、同議定 二号承認を受けなければならない者が輸入するもの及び当該物質以外

書附属書Ｂに掲げる物質（二の表の第２に基づき輸入の承認を受けな の物質の製造工程において原料として使用されるものを除く。）、同

ければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程に 議定書附属書Ｂに掲げる物質（経済産業大臣の二号承認を受けなけれ

おいて原料として使用されるもの及び試験研究又は分析に用いられる ばならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程におい

ものを除く。）、同議定書附属書Ｃに掲げる物質（二の表の第２に基 て原料として使用されるもの及び試験研究又は分析に用いられるもの

づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの及び当該物 を除く。）、同議定書附属書Ｃに掲げる物質（経済産業大臣の二号承

質以外の物質の製造工程において原料として使用されるものを除く。 認を受けなければならない者が輸入するもの及び当該物質以外の物質

）及び同議定書附属書Ｅに掲げる物質（二の表の第２に基づき輸入の の製造工程において原料として使用されるものを除く。）及び同議定

承認を受けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質 書附属書Ｅに掲げる物質（経済産業大臣の二号承認を受けなければな

の製造工程において原料として使用されるもの及び貨物の輸出入に際 らない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原

して行う検疫に用いられるものを除く。） 料として使用されるもの及び貨物の輸出入に際して行う検疫に用いら

れるものを除く。）

（削る） ４ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和四十八年法律

第百十七号）第十三条第一項に規定する政令で定める製品で第一種特

定化学物質が使用されているもの（残留性有機汚染物質に関するスト

ックホルム条約の附属書Ａ又は附属書Ｂに掲げる化学物質が使用され

ているものに限る。）

（削る） ５ 労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第十六条

第一項第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有

する製剤その他の物（労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（

平成十八年政令第二百五十七号）附則第三条各号に掲げるものを除く

。）

二 輸入貿易管理令（以下「令」という。）第四条第一項第二号の規定に 二 経済産業大臣の二号承認を受けるべき場合は、次の表の第一に掲げる

よる輸入の承認（全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る 貨物及び同表の第二に掲げる貨物を輸入するときとする。

承認を除く。）（以下「二号承認」という。）は、次の表の第一に掲げ

る貨物及び同表の第二に掲げる貨物を輸入するときとする。

第１ 次の表の左欄に掲げる地域を原産地又は船積地域とする同表の右欄 第１ 次の表の左欄に掲げる地域を原産地又は船積地域とする同表の右欄

に掲げる貨物 に掲げる貨物

貨 物 貨 物

地 域 地 域

項目 関税率表 貨 物 名 項目 関税率表 貨 物 名
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番号 の番号等 番号 の番号等

三の９の(1)に掲 0106･12 鯨及びその調製品（本邦 三の９の(1)に掲 0106･12 鯨及びその調製品（本邦

げる国を除く国又 0208･40 の区域に属さない海面を船 げる国を除く国又 0208･40 の区域に属さない海面を船

は地域 0210･92 積地域とするもの（外国の は地域 0210･92 積地域とするもの（外国の

1504･30 港湾内で船積みされたもの 1504･30 港湾内で船積みされたもの

1521･90 を除く。）及び二の二の表 1521･90 を除く。）及び一の表の第

16･01 の第２に掲げるものを除く 16･01 ２に掲げるものを除く。以

1602･10 。以下同じ。） 1602･10 下同じ。）

1602･20 1602･20

1602･31 1602･31

1602･39 1602･39

1602･49 1602･49

1602･50 1602･50

1602･90 1602･90

2301･10 2301･10

2309･10 2309･10

2309･90 2309･90

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

第２ ワシントン条約動植物及びその派生物、モントリオール議定書附属 第２ ワシントン条約動植物及びその派生物、モントリオール議定書附属

書に定める物質及び製品並びに化学兵器の禁止及び特定物質の規制等 書に定める物質及び製品、廃棄物等並びに化学兵器の禁止及び特定物

に関する法律に定める第一種指定特定物質等 質の規制等に関する法律に定める特定物質及び第一種指定物質等

１ 三の９の（３）のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国又は地域 １ 三の９の（３）のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国又は地域

を原産地又は船積地域とする絶滅のおそれのある野生動植物の種の を原産地又は船積地域とするワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種に

国際取引に関する条約（以下「ワシントン条約」という。）附属書 属する動物（第１の表中三の９の（１）に掲げる国を除く国又は地

Ⅱに掲げる種に属する動物（第１の表中三の９の（１）に掲げる国 域の項に掲げるもの及びジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ、

を除く国又は地域の項に掲げるもの及びジンベイザメ、ウバザメ、 タツノオトシゴ属全種を除く。）及び植物並びにこれらの個体の一

ホホジロザメ、タツノオトシゴ属全種を除く。）又は植物並びにこ 部及び派生物（植物の個体の一部及び派生物にあっては、附属書Ⅱ

れらの個体の一部及び派生物（卵、種子、球根、果実（果皮を含む により特定されるものに限る。）並びに三の９の（３）のイ及びロ

。）、はく製又は加工品をいう。以下同じ。）（植物の個体の一部 に掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とし、かつ、同条

及び派生物にあっては、附属書Ⅱにより特定されるものに限る。） 約附属書Ⅲに掲げる国を原産地とする附属書Ⅲに掲げる種に属する

並びに三の９の（３）のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国又は 動物及び植物並びに附属書Ⅲにより特定されるこれらの個体の一部

地域を船積地域とし、かつ、同条約附属書Ⅲに掲げる国を原産地と 及び派生物

する附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びに附属書Ⅲによ

り特定されるこれらの個体の一部及び派生物

２ （略） ２ （略）

（削る） ３ 全ての国又は地域を船積地域とする特定有害廃棄物等の輸出入等

の規制に関する法律（平成四年法律第百八号）第二条第一項に規定

する特定有害廃棄物等及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和四十五年法律第百三十七号）第二条第一項に規定する廃棄物（同

条第四項第二号に掲げる船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物

並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物を除く。）

（削る） ４ 全ての国又は地域を船積地域とする化学兵器の禁止及び特定物質

の規制等に関する法律（平成七年法律第六十五号。以下「化学兵器

禁止法」という。）第二条第三項に規定する特定物質

３ 三の９の（５）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域 ５ 三の９の（５）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域

とする化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（平成七 とする化学兵器禁止法第二条第五項に規定する第一種指定物質及び

年法律第六十五号。以下「化学兵器禁止法」という。）第二条第五 第一種指定物質を含有するもの（化学兵器の禁止及び特定物質の規

項に規定する第一種指定物質及び第一種指定物質を含有するもの（ 制等に関する法律施行令（平成七年政令第百九十二号）別表二の項

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令（平成七 の第三欄に掲げる第一種指定物質についてはその含有量が全重量の

年政令第百九十二号）別表二の項の第三欄に掲げる第一種指定物質 １％以下のもの、同項の第四欄に掲げる第一種指定物質については

についてはその含有量が全重量の１％以下のもの、同項の第四欄に その含有量が全重量の１０％以下のもの及び個人的使用に供される

掲げる第一種指定物質についてはその含有量が全重量の１０％以下 小売用の包装にしたもの（瓶、缶、チューブその他の容器に詰めら

のもの及び個人的使用に供される小売用の包装にしたもの（瓶、缶 れたものを含む。）を除く。）

、チューブその他の容器に詰められたものを含む。）を除く。）

二の二 令第四条第一項第二号の規定による輸入の承認（全地域を原産地 （新設）

又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認に限る。）（以下「二の二号

承認」という。）は、次の表の第一に掲げる貨物及び同表の第二に掲げ

る貨物を輸入するときとする。

第１

関税率表の 品 目 備 考

番 号 等

1211･30 コカ葉

1211･40 けしがら

1211･90-3 大麻草
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1301･90 大麻の樹脂 ○

1302･11 生あへん

1302･19 大麻エキス、大麻チンキ及び粗製コカ

-3-(2) イン

25･24 石綿（労働安全衛生法施行令の一部を ○

改正する政令（平成十八年政令第二百

五十七号）附則第三条第六号に掲げる

ものを除く。）

26･12 ウラン鉱及びトリウム鉱（精鉱を含む

。）

2844･10 天然ウラン及びその化合物並びに天然 ○

ウラン又はその化合物を含有する合金

（フェロウランを除く。）、ディスパ

ーション（サーメットを含む。）、陶

磁製品及び混合物

2844･20 ウラン2 3 5を濃縮したウラン及びプル ○

トニウム並びにこれらの化合物並びに

ウラン2 3 5を濃縮したウラン、プルト

ニウム又はこれらの化合物を含有する

合金（フェロウランを除く。）、ディ

スパーション（サーメットを含む。）

、陶磁製品及び混合物

2844･30 ウラン2 3 5を減少させたウラン及びト ○

リウム並びにこれらの化合物並びにウ

ラン2 3 5を減少させたウラン、トリウ

ム又はこれらの化合物を含有する合金

（フェロウランを除く。）、ディスパ

ーション（サーメットを含む。）、陶

磁製品及び混合物

2844･40 核分裂性同位元素の化合物並びにこれ ○

を含有する合金、ディスパーション（

サーメットを含む。）、陶磁製品及び

混合物

2844･50 使用済みの原子炉用核燃料要素（カー

トリッジ）

2903･29 ヘキサクロロブタ－１，３－ジエン（ ○

試験研究用のものを除く。）

2903･52 １，２，４，５，６，７，８，８－オ

クタクロロ－２，３，3a，４，７，7a

－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－１

Ｈ－インデン、１，４，５，６，７，

８，８－ヘプタクロロ－3a，４，７，

7a－テトラヒドロ－４，７－メタノ－

１Ｈ－インデン及びこれらの類縁化合

物の混合物（別名クロルデン又はヘプ

タクロル。三の７の（１）において「

クロルデン類」という。）並びに１，

２，３，４，10，10－ヘキサクロロ－

１，４，4a，５，８，8a－ヘキサヒド

ロ－エキソ－１，４－エンド－５，８

－ジメタノナフタレン（別名アルドリ

ン。三の７の（１）において「アルド

リン」という。）（試験研究用のもの

を除く。）

2903･59 ポリクロロ－２，２－ジメチル－３－ ○

メチリデンビシクロ［２．２．１］ヘ

プタン（別名トキサフェン。三の７の

（１）において「トキサフェン」とい

う。）及びドデカクロロペンタシクロ
２ ６ ３ ９ ４［５．３．０．０ ．０ ．０, ,

］デカン（別名マイレックス。三,８

の７の（１）において「マイレックス

」という。）（試験研究用のものを除

く。）
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2903･62 ヘキサクロロベンゼン及び１，１，１ ○

－トリクロロ－２，２－ビス（４－ク

ロロフェニル）エタン（別名ＤＤＴ。

三の７の（１）において「ＤＤＴ」と

いう。）（試験研究用のものを除く。

）

2903･69 ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ナフ ○

タレン（塩素数が三以上のものに限る

。以下同じ。）（試験研究用のものを

除く。）

2904･20 ４－ニトロジフェニル及びその塩 ○

2906･29 ２，２，２ートリクロロ－１，１－ビ ○

ス（４－クロロフェニル）エタノール

（別名ジコホル。三の７の（１）にお

いて「ジコホル」という。）（試験研

究用のものを除く。）

2907･19 ２・４・６―トリ―ターシャリ―ブチ ○

ルフェノール（試験研究用のものを除

く。）

2909･19 ビス（クロロメチル）エーテル ○

2910･40 １，２，３，４，10，10－ヘキサクロ

ロ－６，７－エポキシ－１，４，4a，

５，６，７，８，8a－オクタヒドロ－

エキソ－１，４－エンド－５，８－ジ

メタノナフタレン（別名ディルドリン

。三の７の（１）において｢ディルド

リン｣という。）（試験研究用のもの

を除く。）

2910･90 １，２，３，４，10，10－ヘキサクロ ○

ロ－６，７－エポキシ－１，４，4a，

５，６，７，８，8a－オクタヒドロ－

エンド－１，４－エンド－５，８－ジ

メタノナフタレン（別名エンドリン。

三の７の（１）において「エンドリン

」という。）（試験研究用のものを除

く。）

2914･31 フェニルプロパン－２－オン（別名フ

ェニルアセトン）

2918･19 ４－ヒドロキシ酪酸（別名ＧＨＢ）及 ○

びその塩類

2921･45 ベーターナフチルアミン及びその塩 ○

2921･46 フェニルアミノプロパン及びその塩類 ○

2921･49 ４－アミノジフェニル、Ｎ－エチル－ ○

１－フェニルシクロヘキシルアミン（

別名エチシクリジン）及びこれらの塩

類

2921･51 Ｎ・Ｎ′―ジトリル―パラ―フェニレ ○

ンジアミン、Ｎ―トリル―Ｎ′―キシ

リル―パラ―フェニレンジアミン及び

Ｎ・Ｎ′―ジキシリル―パラ―フェニ

レンジアミン（試験研究用のものを除

く。）

2921･59 ベンジジン及びその塩 ○

2922･19 ３－アセトキシ－６－ジメチルアミノ ○

－４・４－ジフェニルヘプタン（別名

アセチルメタドール）、α－３－アセ
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トキシ－６－ジメチルアミノ－４・４

－ジフェニルヘプタン（別名アルファ

アセチルメタドール）、β－３－アセ

トキシ－６－ジメチルアミノ－４・４

－ジフェニルへプタン（別名ベータア

セチルメタドール）、α－３－アセト

キシ－６－メチルアミノ－４・４－ジ

フェニルへプタン（別名ノルアシメタ

ドール）、６－ジメチルアミノ－４・

４－ジフェニル－３－ヘプタノール（

別名ジメフェプタノール）、α－６－

ジメチルアミノ－４・４－ジフェニル

－３－ヘプタノール（別名アルファメ

タドール）、β－６－ジメチルアミノ

－４・４－ジフェニル－３－ヘプタノ

ール（別名ベータメタドール）、４－

ジメチルアミノ－３－メチル－１・２

－ジフェニル－２－（プロピオニルオ

キシ）ブタン（別名プロポキシフェン

）、（２－ジメチルアミノ）エチル－

１－エトキシ－１・１－ジフェニルア

セテート（別名ジメノキサドール）及

びこれらの塩類

2922･29 ４－エチル－２・５－ジメトキシ－α ○

－メチルフェネチルアミン（別名ＤＯ

ＥＴ）、２・５－ジメトキシ－４・α

－ジメチルフェネチルアミン（別名Ｄ

ＯＭ）、２・５－ジメトキシ－α－メ

チルフェネチルアミン（別名ＤＭＡ）

、３・４・５－トリメトキシフェネチ

ルアミン（別名メスカリン）、３・４

・５－トリメトキシ－α－メチルフェ

ネチルアミン（別名ＴＭＡ）、４－ブ

ロモ－２・５－ジメトキシフェネチル

アミン、４－ブロモ－２・５－ジメト

キシ－α－メチルフェネチルアミン（

別名プロランフェタミン）、４－メト

キシ－α－メチルフェネチルアミン（

別名ＰＭＡ）、２・４・５－トリメト

キシ－α－メチルフェネチルアミン及

びこれらの塩類

2922･31 ６－ジメチルアミノ－４・４－ジフェ ○

ニル－３－ヘキサノン（別名ノルメサ

ドン）、６－ジメチルアミノ－４・４

－ジフェニル－３－ヘプタノン（別名

メサドン）及びこれらの塩類

2922･39 ６－ジメチルアミノ－５－メチル－４ ○

・４－ジフェニル－３－ヘキサノン（

別名イソメサドン）、２－（メチルア

ミノ）－１－フェニルプロパン－１－

オン（別名メトカチノン）、２－（２

－クロロフェニル）－２－（メチルア

ミノ）シクロヘキサノン（別名ケタミ

ン）及びこれらの塩類

2922･44 トランス－２－ジメチルアミノ－１－

フェニル－３－シクロヘキセン－１－

カルボン酸エチルエステル（別名チリ

ジン）及びその塩類

2922･49 ７－［（１０・１１－ジヒドロ－５Ｈ ○

－ジベンゾ［ａ・ｄ］シクロヘプテン

－５－イル）アミノ］ヘプタン酸（別

名アミネプチン）及びその塩類

2924･29 Ｎ－（２－（メチルフェネチルアミノ ○

）プロピル）プロピオンアニリド（別

名ジアンプロミド）及びその塩類

2926･30 ４－シアノ－２－ジメチルアミノ－４ ○

・４－ジフェニルブタン（別名メサド

ン中間体）及びその塩類
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2930･90 α－メチル－４－メチルチオフェネチ ○

ルアミン（別名４－ＭＴＡ）、２・５

－ジメトキシ－４－（プロピルチオ）

フェネチルアミン、２－［（ジフェニ

ルメチル）スルフィニル］アセタミド

（別名モダフィニル）及びこれらの塩

類

29･31 ビス（トリブチルスズ）＝オキシド（ ○

試験研究用のものを除く。）

2932･95 6a・７・８・９－テトラヒドロ－６・ ○

６・９－トリメチル－３－ペンチル－

６Ｈ－ジベンゾ（ｂ・ｄ）ピラン－１

－オール（別名デルタ10テトラヒドロ

カンナビノール）、6a・７・８・10ａ

－テトラヒドロ－６・６・９－トリメ

チル－３－ペンチル－６Ｈ－ジベンゾ

（ｂ・ｄ）ピラン－１－オール（別名

デルタ９テトラヒドロカンナビノール

）（分解反応以外の化学反応（大麻取

締法（昭和23年法律第124号）第１条

に規定する大麻草（以下この項におい

て「大麻草」という。）及びその製品

に含有されている6a・７・８・10ａ－

テトラヒドロ－６・６・９－トリメチ

ル－３－ペンチル－６Ｈ－ジベンゾ（

ｂ・ｄ）ピラン－１－オールを精製す

るために必要なものを除く。）を起こ

させることにより得られるものに限る

。）、6a・７・10・10ａ－テトラヒド

ロ－６・６・９－トリメチル－３－ペ

ンチル－６Ｈ－ジベンゾ（ｂ・ｄ）ピ

ラン－１－オール（別名デルタ８テト

ラヒドロカンナビノール）（分解反応

以外の化学反応（大麻草及びその製品

に含有されている6a・７・10・10ａ－

テトラヒドロ－６・６・９－トリメチ

ル－３－ペンチル－６Ｈ－ジベンゾ（

ｂ・ｄ）ピラン－１－オールを精製す

るために必要なものを除く。）を起こ

させることにより得られるものに限る

。）、6a・９・10・10ａ－テトラヒド

ロ－６・６・９－トリメチル－３－ペ

ンチル－６Ｈ－ジベンゾ（ｂ・ｄ）ピ

ラン－１－オール（別名デルタ７テト

ラヒドロカンナビノール）、７・８・

９・10－テトラヒドロ－６・６・９－

トリメチル－３－ペンチル－６Ｈ－ジ

ベンゾ（ｂ・ｄ）ピラン－１－オール

（別名デルタ6a（10ａ）テトラヒドロ

カンナビノール）、８・９・10・10ａ

－テトラヒドロ－６・６・９－トリメ

チル－３－ペンチル－６Ｈ－ジベンゾ

（ｂ・ｄ）ピラン－１－オール（別名

デルタ6a(７)テトラヒドロカンナビノ

ール）、6a・７・８・９・10・10ａ－

ヘキサヒドロ－６・６－ジメチル－９

－メチレン－３－ペンチル－６Ｈ－ジ

ベンゾ（ｂ・ｄ）ピラン－１－オール

（別名デルタ９（11）テトラヒドロカ

ンナビノール）及びこれらの塩類

2932･99 Ｎ－エチル－α－メチル－３・４－（ ○

メチレンジオキシ）フェネチルアミン

（別名Ｎ－エチルＭＤＡ）、３－（１

・２－ジメチルヘプチル）－７・８・

９・10－テトラヒドロ－６・６・９－

トリメチル－６Ｈ－ジベンゾ（ｂ・ｄ

）ピラン－１－オール（別名ＤＭＨＰ

）、Ｎ・α－ジメチル－３・４－（メ

チレンジオキシ）フェネチルアミン（

別名ＭＤＭＡ）、３－ヘキシル－７・

８・９・10－テトラヒドロ－６・６・

９－トリメチル－６Ｈ－ジベンゾ（ｂ

・ｄ）ピラン－１－オール（別名パラ
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ヘキシル）、α－メチル－３・４－（

メチレンジオキシ）フェネチルアミン

（別名ＭＤＡ）、Ｎ－（α－メチル－

３・４－（メチレンジオキシ）フェネ

チル）ヒドロキシルアミン（別名Ｎ－

ヒドロキシＭＤＡ）、３－メトキシ－

α－メチル－４・５－（メチレンジオ

キシ）フェネチルアミン（別名ＭＭＤ

Ａ）、Ｎ－メチル－α－エチル－３・

４－（メチレンジオキシ）フェネチル

アミン（別名ＭＢＤＢ）、２－メチル

アミノ－１－（３・４－メチレンジオ

キシフェニル）プロパン－１－オン及

びこれらの塩類

2933･33 Ｎ－（１－（２－（４－エチル－５－ ○

オキソ－２－テトラゾリン－１－イル

）エチル）－４－（メトキシメチル）

－４－ピペリジル）プロピオンアニリ

ド（別名アルフェンタニル）、１－（

２－（４－アミノフェニル）エチル）

－４－フェニルピペリジン－４－カル

ボン酸エチルエステル（別名アニレリ

ジン）、１－（３－シアノ－３・３－

ジフェニルプロピル）－４－フェニル

ピペリジン－４－カルボン酸エチルエ

ステル（別名ジフェノキシレート）、

４－シアノ－１－メチル－４－フェニ

ピペリジン（別名ペチジン中間体Ａ）

、４・４－ジフェニル－６－ピペリジ

ノ－３－ヘプタノン（別名ジピパノン

）、１・２・５－トリメチル－４－フ

ェニル－４－（プロピオニルオキシ）

ピペリジン（別名トリメペリジン）、

１－（３－ヒドロキシ－３－フェニル

プロピル）－４－フェニルピペリジン

－４－カルボン酸エチルエステル（別

名フェノペリジン）、４－（３－ヒド

ロキシフェニル）－１－メチル－４－

ピペリジルエチルケトン（別名ケトベ

ミドン）、１－（３－シアノ－３・３

－ジフェニルプロピル）－４－（２－

オキソ－３－プロピオニル－１－ベン

ズイミダゾリニル）ピペリジン（別名

ベジトラミド）、１－（３－シアノ－

３・３－ジフェニルプロピル）－４－

（１－ピペリジノ）ピペリジン－４－

カルボン酸アミド（別名ピリトラミド

）、１－（３－シアノ－３・３－ジフ

ェニルプロピル）－４－フェニルピペ

リジン－４－カルボン酸（別名ジフェ

ノキシン）、１－（１－フェニルシク

ロヘキシル）ピペリジン（別名フェン

シクリジン）、Ｎ－（１－フェネチル

－４－ピペリジル）プロピオンアニリ

ド（別名フェンタニル）、Ｎ－（１－

メチル－２－（ピペリジノエチル））

－Ｎ－２－ピリジルプロピオンアミド

（別名プロピラム）、２－フェニル－

２－（２－ピペリジル）酢酸メチルエ

ステル（別名メチルフェニデート）、

１－メチル－４－フェニルピペリジン

－４－カルボン酸エチルエステル及び

これらの塩類

2933･39 ３－アリル－１－メチル－４－フェニ ○

ル－４－（プロピオニルオキシ）ピペ

リジン（別名アリルプロジン）、α－

３－エチル－１－メチル－４－フェニ

ル－４－（プロピオニルオキシ）ピペ

リジン（別名アルファメプロジン）、

β－３－エチル－１－メチル－４－フ

ェニル－４－（プロピオニルオキシ）

ピペリジン（別名ベータメプロジン）

、α－１・３－ジメチル－４－フェニ

ル－４－（プロピオニルオキシ）ピペ



- 21 -

07/03/05 12:59

リジン（別名アルファプロジン）、β

－１・３－ジメチル－４－フェニル－

４－（プロピオニルオキシ）ピペリジ

ン（別名ベータプロジン）、１－（２

－（２－ヒドロキシエトキシ）エチル

）－４－フェニルピペリジン－４－カ

ルボン酸エチルエステル（別名エトキ

セリジン）、４－（３－ヒドロキシフ

ェニル）－１－メチルピペリジン－４

－カルボン酸エチルエステル（別名ヒ

ドロキシペチジン）、４－フェニルピ

ペリジン－４－カルボン酸エチルエス

テル（別名ペチジン中間体Ｂ）、４－

フェニル－１－（３－フェニルアミノ

プロピル）ピペリジン－４－カルボン

酸エチルエステル（別名ピミノジン）

、１－（２－（ベンジルオキシ）エチ

ル）－４－フェニルピペリジン－４－

カルボン酸エチルエステル（別名ベン

ゼチジン）、Ｎ－（１－メチル－２－

ピペリジノエチル）プロピオンアニリ

ド（別名フェナンプロミド）、１－メ

チル－４－フェニルピペリジン－４－

カルボン酸エステル（１－メチル－４

－フェニルピペリジン－４－カルボン

酸エチルエステルを除く。）、４・４

－ジフェニル－６－ピペリジノ－３－

ヘキサノン（別名ノルピパノン）、Ｎ

－（１－（β－ヒドロオキシフェネチ

ル）－４－ピペリジル）プロピオンア

ニリド（別名ベータヒドロキシフェン

タニル）、Ｎ－（１－（β－ヒドロキ

シフェネチル）－３－メチル－４－ピ

ペリジル）プロピオンアニリド（別名

ベータヒドロキシ－３－メチルフェン

タニル）、１－フェネチル－４－フェ

ニル－４－ピペリジノール酢酸エステ

ル（別名ＰＥＰＡＰ）、４－フルオロ

－Ｎ－（１－フェネチル－４－ピペリ

ジル）プロピオンアニリド（別名パラ

フルオロフェンタニル）、１－メチル

－４－フェニルピペリジン－４－カル

ボン酸（別名ペチジン中間体Ｃ）、Ｎ

－（３－メチル－１－フェネチル－４

－ピペリジル）プロピオンアニリド（

別名３－メチルフェンタニル）、１－

メチル－４－フェニル－４－ピペリジ

ノールプロピオン酸エステル（別名Ｍ

ＰＰＰ）、Ｎ－（１－（α－メチルフ

ェネチル）－４－ピペリジル）アセト

アニリド（別名アセチル－アルファ－

メチルフェンタニル）、Ｎ－（１－（

α－メチルフェネチル）－４－ピペリ

ジル）プロピオンアニリド（別名アル

ファ－メチルフェンタニル）、１－（

２－メトキシカルボニルエチル）－４

－（フェニルプロピオニルアミノ）ピ

ペリジン－４－カルボン酸メチルエス

テル（別名レミフェンタニル）、１・

２・３・４・５・６－ヘキサヒドロ－

８－ヒドロキシ－６・１１－ジメチル

－３－フェネチル－２・６－メタノ－

３－ベンザゾシン（別名フェナゾシン

）、１・２・３・４・５・６－ヘキサ

ヒドロ－８－ヒドロキシ－３・６・１

１－トリメチル－２・６－メタノ－３

－ベンザゾシン（別名メタゾシン）及

びこれらの塩類

2933･41 ３－ヒドロキシ－Ｎ－メチルモルヒナ

ン（右旋性のものを除く。）及びその

塩類

2933･49 ３－ヒドロキシ－Ｎ－フェナシルモル ○

ヒナン（右旋性のものを除く。）、３

－ヒドロキシ－Ｎ－フェネチルモルヒ
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ナン（別名フェノモルファン）、３・

４－ジメトキシ－１７－メチルモルヒ

ナン－６β・１４－ジオール（別名ド

ロテバノール）、３－ヒドロキシモル

ヒナン（右旋性のものを除く。）、３

－メトキシ－Ｎ－メチルモルヒナン（

右旋性のものを除く。）及びこれらの

塩類

2933･53 ５－アリル－５－（１－メチルブチル ○

）バルビツール酸（別名セコバルビタ

ール）及びその塩類

2933･55 α－（α－メトキシベンジル）－４－ ○

（β－メトキシフェネチル）－１－ピ

ペラジンエタノール（別名ジペプロー

ル）、３－（２－クロロフェニル）－

２－メチル－４（３Ｈ）－キナゾリノ

ン（別名メクロカロン）、２－メチル

－３－（２－トリル）－４（３Ｈ）－

キナゾリノン（別名メタカロン）及び

これらの塩類

2933･59 １－（３－トリフルオロメチルフェニ ○

ル）ピペラジン、１－ベンジルピペラ

ジン、１－（３－クロロフェニル）ピ

ペラジン及びこれらの塩類

2933･99 ２－（４－クロロベンジル）－１－（ ○

ジエチルアミノ）エチル－５－ニトロ

ベンズイミダゾール（別名クロニタゼ

ン）、１－（ジエチルアミノ）エチル

－２－（４－エトキシベンジル）－５

－ニトロベンズイミダゾール（別名エ

トニタゼン）、１・３－ジメチル－４

－フェニル－４－（プロピオニルオキ

シ）アザシクロヘプタン（別名プロヘ

プタジン）、３－（２－アミノブチル

）インドール（別名エトリプタミン）

、３－（２－（ジエチルアミノ）エチ

ル）インドール（別名ＤＥＴ）、３－

（２－（ジメチルアミノ）エチル）イ

ンドール（別名ＤＭＴ）、３－（（２

－ジメチルアミノ）エチル）－インド

ール－４－イルリン酸エステル（別名

サイロシビン）、３－（２－（ジメチ

ルアミノ）エチル）－インドール－４

－オール（別名サイロシン）、１－（

１－フェニルシクロヘキシル）ピロリ

ジン（別名ロリシクリジン）、３・７

－ジヒドロ－１・３－ジメチル－７－

（２－（（α－メチルフェネチル）ア

ミノ）エチル）－１Ｈ－プリン－２・

６－ジオン（別名フェネチリン）、３

－[２－（ジイソプロプルアミノ）エ

チル]－５－メトキシインドール（別

名５－Ｍｅｏ－ＤＩＰＴ）、３－（２

－アミノプロピル）インドール（別名

ＡＭＴ）及びこれらの塩類

2934･91 Ｎ－（４－（メトキシメチル）－１－ ○

（２－（２－チエニル）エチル）－４

－ピペリジル）プロピオンアニリド（

別名スフェンタニル）、３－メチル－

２－フェニルモルフォリン（別名フェ

ンメトラジン）及びこれらの塩類

2934･99 ３－（Ｎ－エチル－Ｎ－メチルアミノ ○

）－１・１－ジ－（２－チエニル）－

１－ブテン（別名エチルメチルチアン

ブテン）、３－ジエチルアミノ－１・

１－ジ－（２－チエニル）－１－ブテ

ン（別名ジエチルチアンブテン）、３

－ジメチルアミノ－１・１－ジ－（２

－チエニル）－１－ブテン（別名ジメ

チルチアンブテン）、４－フェニル－
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１－（２－（テトラヒドロフルフリル

オキシ）エチル）ピペリジン－４－カ

ルボン酸エチルエステル（別名フレチ

ジン）、（（３－メチル－４－モルフ

ォリノ－２・２－ジフェニル）ブチリ

ル）ピロリジン、２－メチル－３－モ

ルフォリノ－１・１－ジフェニル酪酸

（別名モラミド中間体）、１－（２－

モノフォリノエチル）－４－フェニル

ピペリジン－４－カルボン酸エチルエ

ステル（別名モルフェリジン）、６－

モルフォリノ－４・４－ジフェニル－

３－ヘプタノン（別名フェナドキソン

）、４－モルフォリノ－２・２－ジフ

ェニル酪酸エチルエステル（別名ジオ

キサフェチルブチレート）、シス－２

－アミノ－４－メチル－５－フェニル

－２－オキサゾリン（別名４－メチル

アミノレクス）、Ｎ－（１－（２－（

２－チエニル）エチル）－４－ピペリ

ジル）プロピオンアニリド（別名チオ

フェンタニル）、１－（１－（２－チ

エニル）シクロヘキシル）ピペリジン

（別名テノシクリジン）、Ｎ－（１－

（１－メチル－２－（２－チエニル）

エチル）－４－ピペリジル）プロピオ

ンアニリド（別名アルファメチルチオ

フェンタニル）、Ｎ－（３－メチル－

１－（２－（２－チエニル）エチル）

－４－ピペリジル）プロピオンアニリ

ド（別名３－メチルチオフェンタニル

）及びこれらの塩類

2939･11 次に掲げるもの及びその塩類 ○

イ コデイン、エチルモルヒネ

ロ ジアセチルモルヒネ（別名ヘロ

イン）

ハ ジヒドロコデイノン（別名ヒド

ロコドン）

ニ ジヒドロコデイン

ホ ジヒドロヒドロキシコデイノン

（別名オキシコドン）

ヘ ジヒドロヒドロキシモルヒノン

（別名オキシモルフォン）

ト ジヒドロモルヒノン（別名ヒド

ロモルフォン）

チ テバイン

リ モルヒネ

ヌ ７・８－ジヒドロ－７α－（１

（Ｒ）－ヒドロキシ－１－メチル

ブチル）－６－０－メチル－６

・14－エンド－エテノモルヒネ（

別名エトルフィン）

2939･19 次に掲げるもの及びその塩類（ヌにあ ○

っては、その誘導体。）

イ Ｎ－アリルノルモルヒネ（別名

ナロルフィン）及びそのエステル

ロ ジヒドロデオキシモルヒネ（別

名デソモルヒネ）及びそのエステ

ル

ハ ジヒドロモルヒネ及びそのエス

テル

ニ ６－ニコチニルコデイン（別名

ニココジン）

ホ ノルモルヒネ（別名デメチルモ

ルヒネ）及びそのエーテル

ヘ 14－ヒドロキシジヒドロモルヒ

ネ（別名ヒドロモルヒノール）

ト ６－メチルジヒドロモルヒネ（

別名メチルジヒドロモルヒネ）

チ メチルジヒドロモルヒノン（別

名メトポン）及びそのエステル

リ ６－メチル－△－６－デオキシ

モルヒネ（別名メチルデソルフィ

ン）
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ヌ モルヒネ－Ｎ－オキシドその他

五価窒素モルヒネ

ル ３－０－アセチル－７・８－ジ

ヒドロ－７α－（１（Ｒ）－ヒド

ロキシ－１－メチルブチル）－

６－０－メチル－６・14－エンド

－エテノモルヒネ（別名アセトル

フィン）

ヲ ジヒドロコデイノン－６－（カ

ルボキシメチル）オキシム（別名

コドキシム）

ワ ７・８－ジヒドロ－７－α－〔

１－（Ｒ）－ヒドロキシ－１－メ

チルブチル〕－６・１４－エンド

－エタノテトラヒドロオリパビン

（別名ジヒドロエトルフィン）

カ モルヒネのエーテル（コデイン

、エチルモルヒネを除く。）

ヨ モルヒネのエステル（ジアセチ

ルモルヒネ（別名ヘロイン）を除

く。）

タ ジヒドロコデイノン（別名ヒド

ロコドン）のエステル

レ ジヒドロコデインのエステル

ソ ジヒドロヒドロキシコデイノン

（別名オキシコドン）のエステル

ツ ジヒドロモルヒノン（別名ヒド

ロモルフォン）のエステル

2939･41 １－フェニル－２－メチルアミノプロ

パノール－１（エフェドリン）及びそ

の塩類

2939･42 １－フェニル－２－メチルアミノプロ

パノール－１（プソイドエフェドリン

）及びその塩類

2939･49 １－フェニル－２－ジメチルアミノプ ○

ロパノール－１、エリトロ－２－アミ

ノ－１－フェニルプロパン－１－オー

ル（別名ノルエフェドリン）及びこれ

らの塩類

2939･69 リゼルギン酸ジエチルアミド（別名リ ○

ゼルギド）及びその塩類

2939･91 エクゴニン、コカインその他エクゴニ ○

ンのエステル、フェニルメチルアミノ

プロパン及びこれらの塩類

2939･99 ２－アミノプロピオフェノン、１－フ ○

ェニル－１－クロロ－２－メチルアミ

ノプロパン、１－フェニル－１－クロ

ロ－２－ジメチルアミノプロパン、１

－フェニル－２－ジメチルアミノプロ

パン及びこれらの塩類

3002･10 人用の免疫血清（治験用のもの及び抗 ○

原抗体反応の研究用試薬を除く。）

3002･20 人用のワクチン（治験用のもの及び黄 ○

熱ワクチンを除く。）

3002･30 口蹄疫ワクチン（治験用のものを除く ○

。）

30･03 1211･30、2918･19、2921･49、2922･19 ○

から2930･90まで及び2932･95から2939

･99までの項に掲げる物（４－アミノ

ジフェニル及びその塩類を除く。）の

いずれかを含有する製剤。ただし、次

に掲げるものを除く。

イ コデイン、ジヒドロコデイン又

はこれらの塩類の含有量が全重量

の１％以下の製剤であって、この
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項のイからホまで以外の部分に規

定する物（コデイン、ジヒドロコ

デイン、４－アミノジフェニル及

びこれらの塩類を除く。）を含有

しないもの

ロ 麻薬原料植物以外の植物（その

一部分を含む。）

ハ １－フェニル－２－メチルアミ

ノプロパノール－１の含有量が全

重量の10％以下の物

ニ １－フェニル－２－ジメチルア

ミノプロパノール－１の含有量が

全重量の10％以下の物

ホ エリトロ－２－アミノ－１－フ

ェニルプロパン－１－オールの含

有量が全重量の50％以下の物

30･04 1211･30、2918･19、2921･49、2922･19 ○

から2930･90まで及び2932･95から2939

･99までの項に掲げる物（４－アミノ

ジフェニル及びその塩類を除く。）の

いずれかを含有する製剤。ただし、次

に掲げるものを除く。

イ コデイン、ジヒドロコデイン又

はこれらの塩類の含有量が全重量

の１％以下の製剤であって、この

項のイからホまで以外の部分に規

定する物（コデイン、ジヒドロコ

デイン 、４－アミノジフェニル

及びこれらの塩類を除く。）を含

有しないもの

ロ 麻薬原料植物以外の植物（その

一部分を含む。）

ハ １－フェニル－２－メチルアミ

ノプロパノール－１の含有量が全

重量の10％以下の物

ニ １－フェニル－２－ジメチルア

ミノプロパノール－１の含有量が

全重量の10％以下の物

ホ エリトロ－２－アミノ－１－フ

ェニルプロパン－１－オールの含

有量が全重量の50％以下の物

3404･90 ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ナフ ○

タレン（試験研究用のものを除く。）

3506･91 ベンゼンを含有するゴムのりで、その ○

含有するベンゼンの容量が当該ゴムの

りの溶剤（希釈剤を含む。）の５％を

超えるもの

36･01 火薬

36･02 爆薬

36･03 導火線、導爆線、火管、イグナイター ○

（次に掲げるものを除く。）及び雷管

イ 火薬０．１グラム以下のイグナ

イターのうち、黒色火薬を使用し

電気により点火する構造のもの

ロ 自動車用エアバッグガス発生器

に組み込んで用いるイグナイター

であって、次の(1)から(6)までに

掲げる要件を満たすもの

(1) 火薬（過塩素酸塩を主とす

る火薬に限る。以下同じ。）の

量が０．２６グラム以下のもの

又は火薬の量が０．０９グラム

以下であり、かつ、爆薬の量が

０．０２５グラム以下のもので

あること。ただし、点火部（イ

グナイターの部分品であって、

点火薬が充てんされているもの

をいう。以下同じ。）を２つ有

するものの場合には、それぞれ

の点火部の火薬の量が０．２６
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グラム以下であること。

(2) 電気により点火し、外部の

ガス発生剤に着火する構造であ

ること。

(3) 火薬及び爆薬を再度充てん

することができず、再使用でき

ない構造であること。

(4) 外殻は、防錆性を有する材

質であること。

(5) 内部の火薬及び爆薬が容易

に取り出せない構造であること

。

(6) 点火部を２つ有するものの

場合には、それぞれの点火部が

(1)から(5)までの要件を満たし

、かつ、一方の点火部の点火が

他方の点火部の点火を引き起こ

さない構造であること。

ハ 自動車用シートベルト引っ張り

固定器に用いるガス発生器（Ｌ字

型ガス発生器を含む。）、自動車

用乗員前方移動拘束装置に用いる

ガス発生器又は自動車用歩行者衝

撃緩和ボンネット上昇装置に用い

るガス発生器に組み込んで用いる

イグナイターであって、次の(1)

から(5)までに掲げる要件を満た

すもの

(1) 火薬の量が０．２６グラム

以下のもの又は火薬の量が０．

０９グラム以下であり、かつ、

爆薬の量が０．０２５グラム以

下のものであること。ただし、

自動車用乗員前方移動拘束装置

に用いるガス発生器に組み込ん

で用いるものの場合には、火薬

の量が０．２５グラム以下のも

のであること。

(2) 電気により点火し、外部の

ガス発生剤に着火する構造であ

ること。

(3) 火薬及び爆薬を再度充てん

することができず、再使用でき

ない構造であること。

(4) 外殻は、防錆性を有する材

質であること。

(5) 内部の火薬及び爆薬が容易

に取り出せない構造であること

。

36･05 黄りんマッチ ○

38･22 ４－ニトロジフェニル（その塩を含む ○

。）、ビス（クロロメチル）エーテル

、ベンジジン（その塩を含む。）、４

－アミノジフェニル（その塩を含む。

）又はベータ－ナフチルアミン（その

塩を含む。）をその重量の１％を超え

て含有する製剤その他のもの

3824･82 ポリ塩化ビフェニル（試験研究用のも ○

のを除く。）

3824･90 ４－ニトロジフェニル（その塩を含む ○

。）、ビス（クロロメチル）エーテル

、ベンジジン（その塩を含む。）、４

－アミノジフェニル（その塩を含む。

）又はベータ－ナフチルアミン（その

塩を含む。）をその重量の１％を超え

て含有する製剤その他のもの及びポリ

塩化ナフタレン（試験研究用のものを

除く。）

4005･20 ベンゼンを含有するゴムのりで、その ○

含有するベンゼンの容量が当該ゴムの

りの溶剤（希釈剤を含む。）の５％を
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超えるもの

4016･99 ベンゼンを含有するゴムのりで、その ○

含有するベンゼンの容量が当該ゴムの

りの溶剤（希釈剤を含む。）の５％を

超えるもの

8109･90 ジルコニウムの管（原子炉本体を構成 ○

するために設計又は製造されたもので

あって、ハフニウムの重量がジルコニ

ウムの重量の５００分の１未満のもの

に限る。）

8401･10 原子炉

8401･30 核燃料要素（カートリッジ式で未使用

のものに限る。）

8401･40 原子炉の部分品

84･11 軍用航空機用原動機（部分品を除く。） ○

8412･10 軍用航空機用原動機 ○

8412･39 軍用航空機用原動機 ○

8412･80 軍用航空機用原動機 ○

87･10 戦車その他の装甲車両（自走式のもの

に限るものとし、武器を装備している

かいないかを問わない。）及びその部

分品

88･02 軍用航空機（関税率表第8802・60号に ○

掲げるものを除く。）

89･06 軍艦 ○

9030･10 電離放射線の測定用又は検出用の機器 ○

（核燃料物質を含むものに限る。）

9030･90 電離放射線の測定用又は検出用の機器 ○

（核燃料物質を含むものに限る。）の

部分品及び附属品（核燃料物質を含む

ものに限る。）

93･01 軍用の武器

93･02 けん銃

93･03 その他の火器及びこれに類する器具で

発射火薬により作動するもの

93･04 その他の武器

93･05 関税率表第93・01項から第93・04項ま ○

での物品の部分品及び附属品（関税率

表第9305・99号であって、プラスチッ

ク製、ゴム製、革製、コンポジション

レザー製又は紡織用繊維製のものを除

く。）

93･06 爆弾、手りゅう弾、魚雷、機雷、ミサ

イルその他これらに類する物品及びこ

れらの部分品並びに弾薬筒その他の銃

砲弾及び発射体並びにこれらの部分品

（散弾及びカートリッジワッドを含む

。）

93･07 刀、剣、やりその他これらに類する武

器並びにこれらの部分品及びさや

第２ ワシントン条約動植物及びその派生物、廃棄物等、化学兵器禁止法 （新設）

に定める特定物質、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

に定める規制物質並びに石綿を用いた製品
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１ ワシントン条約附属書Ⅰに掲げる種に属する動物（まっこう鯨、

つち鯨、みんく鯨、いわし鯨、にたり鯨、ながす鯨及びカワゴンド

ウを除く。）又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物

２ 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（平成四年法律

第百八号）第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等及び廃棄物の

処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第二

条第一項に規定する廃棄物（同条第四項第二号に掲げる船舶及び航

空機の航行に伴い生ずる廃棄物並びに本邦に入国する者が携帯する

廃棄物を除く。）

３ 化学兵器禁止法第二条第三項に規定する特定物質

４ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和四十八年法

律第百十七号）第十三条第一項に規定する政令で定める製品で第一

種特定化学物質が使用されているもの（残留性有機汚染物質に関す

るストックホルム条約の附属書Ａ又は附属書Ｂに掲げる化学物質が

使用されているものに限る。）

５ 労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第十六

条第一項第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて

含有する製剤その他の物（労働安全衛生法施行令の一部を改正する

政令（平成十八年政令第二百五十七号）附則第三条各号に掲げるも

のを除く。）

三 その他貨物の輸入に関する事項は、次のとおりとし、６に掲げる貨物 三 その他貨物の輸入に関する事項は、次のとおりとし、６に掲げる貨物

を輸入する場合において６の（１）から（４）までの貨物の区分に応じ を輸入する場合において６の（１）から（４）までの貨物の区分に応じ

それぞれに定める大臣の確認を受けた場合、７に掲げる貨物を輸入する それぞれに定める大臣の確認を受けた場合、７に掲げる貨物を輸入する

場合において経済産業大臣の確認を受けた場合又は８に掲げる貨物を輸 場合において経済産業大臣の確認を受けた場合又は８に掲げる貨物を輸

入する場合において８の（１）から（12）までの貨物の区分に応じそれ 入する場合において８の（１）から（12）までの貨物の区分に応じそれ

ぞれに定める書類を税関に提出した場合は、令第四条第一項の規定によ ぞれに定める書類を税関に提出した場合は、令第四条第一項の規定によ

る輸入の承認を要しないものとする。 る輸入の承認を要しないものとする。

１ （略） １ （略）

２ 非自由化品目、二の表の第１及び二の二の表の第１に掲げる貨物の範 ２ 非自由化品目及び二の表の第１に掲げる貨物の範囲の決定は、関税率

囲の決定は、関税率表の各号の規定の範囲内で、かつ、同表の各号及び 表の各号の規定の範囲内で、かつ、同表の各号及び部又は類の注の規定

部又は類の注の規定による。 による。

３ 非自由化品目及び二の二号承認を受けるべき貨物について、一の表の ３ 非自由化品目について、一の表の第１の備考欄において○を付された

第１及び二の二の表の第１の備考欄において○を付されたものは、関税 ものは、関税率表の番号等の規定する品目の一部のみが非自由化品目で

率表の番号等の規定する品目の一部のみが非自由化品目及び二の二号承 あることを示す。

認を受けるべき貨物であることを示す。

４ （略） ４ （略）

二の表の第１及び第２並びに二の二の表の第１及び第２の承認の申請 （１） 二の表の第２の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法５ ５

の期日、申請書の提出先、添付書類その他必要な事項は別に定めるとこ 律第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等及び廃棄物の処理及

ろによる。 び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物の二号承認の

申請の期日、申請書の提出先、添付書類その他必要な事項は、別

に定めるところによる。

（２） 二の表の第２の化学兵器禁止法第二条第三項に規定する特定物

質の申請の期日、申請書の提出先、添付書類その他必要な事項は

別に定めるところによる。

（略） ６ （略）６

７（１）～（５） （略） ７（１）～（５） （略）

（６） 次の表の一の項の第二欄に掲げる国を原産地とする動物若しく （６） 次の表の一の項の第二欄に掲げる国を原産地とする動物若しく

は植物又は同表の二の項の第二欄に掲げる国を船積地域とする動 は植物又は同表の二の項の第二欄に掲げる国を船積地域とする動

物若しくは植物であって、当該第二欄に掲げる国の項の第三欄に 物若しくは植物であって、当該第二欄に掲げる国の項の第三欄に

掲げる種に属するもの（二の表の第１中三の９の(1)に掲げる国を 掲げる種に属するもの（二の表の第１中三の９の(1)に掲げる国を

除く国又は地域の項に掲げるもの並びにジンベイザメ、ウバザメ 除く国又は地域の項に掲げるもの並びにジンベイザメ、ウバザメ

、ホホジロザメ及びタツノオトシゴ属全種を除く。）並びにこれ 、ホホジロザメ及びタツノオトシゴ属全種を除く。）並びにこれ

らの個体の一部及び派生物（ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種 らの個体の一部及び派生物（ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

に属する植物の個体の一部及び派生物にあっては附属書Ⅱにより に属する植物の個体の一部及び派生物にあっては附属書Ⅱにより

特定されるものに、同条約附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は 特定されるものに、同条約附属書Ⅲに掲げる種に属する動物及び

植物の個体の一部及び派生物にあっては附属書Ⅲにより特定され 植物の個体の一部及び派生物にあっては附属書Ⅲにより特定され

るものに限る。）のうち、当該第二欄に掲げる国の項の第四欄に るものに限る。）のうち、当該第二欄に掲げる国の項の第四欄に

掲げるもの（二の表の第２に基づき二号承認を受けるべきもの並 掲げるもの（二の表の第２に基づき二号承認を受けるべきのもの

びに７の（７）及び（８）に基づき経済産業大臣の確認を受けな 並びに７の（７）及び（８）に基づき経済産業大臣の確認を受け

ければならないものを除く。）を輸入しようとする者は、別に定 なければならないものを除く。）を輸入しようとする者は、別に

めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない 定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならな

。 い。

（略） （略）

（７）～（12） (略) （７）～（12） （略）

８ 次の（１）から（12）までに掲げる貨物を輸入する場合は、関税法（ ８ 次の（１）から（12）までに掲げる貨物を輸入する場合は、関税法（

昭和二十九年法律第六十一号）第六十七条の許可（輸入の許可前に貨物 昭和二十九年法律第六十一号）第六十七条の許可（輸入の許可前に貨物

を引き取ろうとするときは、同法第七十三条第一項の承認、保税蔵置場 を引き取ろうとするときは、同法第七十三条第一項の承認、保税蔵置場

又は保税工場に貨物を入れようとするときは、同法第四十三条の三第一 又は保税工場に貨物を入れようとするときは、同法第四十三条の三第一

項（同法第六十二条において準用する場合を含む。）の承認）を受ける 項（同法第六十二条において準用する場合を含む。）の承認）を受ける

前に、それぞれ（１）から（12）までに掲げる書類を税関に提出しなけ 前に、それぞれ（１）から（12）までに掲げる書類を税関に提出しなけ

ればならない。 ればならない。
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（１） （略） （１） （略）

（２） ９の（３）のイ及びロに掲げる国又は地域を船積地域とするワ （２） ９の（３）のイ及びロに掲げる国又は地域を船積地域とするワ

シントン条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動物（二の表の第１中 シントン条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動物（二の表の第１中

三の９の(１)に掲げる国を除く国又は地域の項に掲げるもの並び 三の９の(１)に掲げる国を除く国又は地域の項に掲げるもの並び

にジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ及びタツノオトシゴ属 にジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ及びタツノオトシゴ属

全種を除く。）又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物（ 全種を除く。）及び植物並びにこれらの個体の一部及び派生物（

植物の個体の一部及び派生物にあっては、附属書Ⅱにより特定さ 植物の個体の一部及び派生物にあっては、附属書Ⅱにより特定さ

れるものに限る。）であって、二の表の第２に基づく二号承認又 れるものに限る。）であって、二の表の第２に基づく二号承認又

は７の（６）から（８）までに基づく経済産業大臣の確認を受け は７の（６）から（８）までに基づく経済産業大臣の確認を受け

ることを要しないものについては、当該船積地域に係る国若しく ることを要しないものについては、当該船積地域に係る国若しく

は地域の管理当局又はこれに準ずる当局（以下「管理当局等」と は地域の管理当局又はこれに準ずる当局（以下「管理当局等」と

いう。）が同条約に基づき発給する当該貨物に係る輸出許可書又 いう。）が同条約に基づき発給する当該貨物に係る輸出許可書又

は再輸出証明書の原本 は再輸出証明書の原本

（３） ワシントン条約附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並び （３） ワシントン条約附属書Ⅲに掲げる種に属する動物及び植物並び

に附属書Ⅲにより特定されるこれらの個体の一部及び派生物（二 に附属書Ⅲにより特定されるこれらの個体の一部及び派生物（二

の表の第２に基づき二号承認を受けるべき貨物及び７の（６）か の表の第２に基づき二号承認を受けるべき貨物及び７の（６）か

ら（８）までに基づき経済産業大臣の確認を受けるべき貨物を除 ら（８）までに基づき経済産業大臣の確認を受けるべき貨物を除

く。）については、次の表の上欄に掲げる当該動物又は植物の原 く。）については、次の表の上欄に掲げる当該動物又は植物の原

産地及び中欄に掲げる船積地域の区分に応じ下欄に掲げる書類 産地及び中欄に掲げる船積地域の区分に応じ下欄に掲げる書類

（略） （略）

（４）イ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平 （４）イ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平

成四年法律第七十五号）第四条第二項に規定する希少野生動植 成四年法律第七十五号）第四条第二項に規定する希少野生動植

物種（同条第五項に規定する特定国内希少動植物種を除く。） 物種（同条第五項に規定する特定国内希少動植物種を除く。）

の同法第六条第二項第三号に規定する個体及びその器官並びに の同法第六条第二項第三号に規定する個体及びその器官並びに

これらの加工品（二の表の第２に基づき二号承認を受けるべき これらの加工品（一の表の第２、二の表の第２に基づき二号承

貨物、二の二の表の第２に基づき二の二号承認を受けるべき貨 認を受けるべき貨物、（２）及びロに規定する貨物又は７の（

物、（２）及びロに規定する貨物又は７の（６）から（８）ま ６）から（８）までに基づき経済産業大臣の確認を受けるべき

でに基づき経済産業大臣の確認を受けるべきものを除く。以下 ものを除く。以下「個体等」という。）については、当該個体

「個体等」という。）については、当該個体等の輸出を許可し 等の輸出を許可した旨の輸出国の政府機関の発行する証明書（

た旨の輸出国の政府機関の発行する証明書（輸出国が当該個体 輸出国が当該個体等の輸出を許可に係らしめていない場合にあ

等の輸出を許可に係らしめていない場合にあっては、輸出国内 っては、輸出国内において適法に捕獲し、採取し、又は繁殖さ

において適法に捕獲し、採取し、又は繁殖させた旨の当該輸出 せた旨の当該輸出国の政府機関の発行する証明書）

国の政府機関の発行する証明書）

ロ アメリカ合衆国、ロシア又はオーストラリアから輸入する種 ロ アメリカ合衆国、ロシア又はオーストラリアから輸入する種

の保存法施行令別表第一の表一及び別表第二の表一に掲げる種 の保存法施行令別表第一の表一及び別表第二の表一に掲げる種

の個体等（二の二の表の第２に基づき二の二号承認を受けるべ の個体等（一の表の第２に基づき輸入割当を受けるべき貨物並

き貨物並びに７の（６）及び（７）に基づき経済産業大臣の確 びに７の（６）及び（７）に基づき経済産業大臣の確認を受け

認を受けるべき貨物を除く。）については、学術研究又は繁殖 るべき貨物を除く。）については、学術研究又は繁殖の目的で

の目的でその個体等を輸出することを許可した旨のその輸出国 その個体等を輸出することを許可した旨のその輸出国の政府機

の政府機関の発行する証明書 関の発行する証明書

（５）～（12） （略） （５）～（12） （略）

９（１）・（２） （略） ９（１）・（２） （略）

（３） 二の表の第２のワシントン条約附属書Ⅱ又はⅢに掲げる種に属 （３） 二の表の第２のワシントン条約附属書Ⅱ及びⅢに掲げる種に属

する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物の二号承 する動物及び植物並びにこれらの個体の一部及び派生物の二号承

認を要しない国又は地域は、次のイ及びロに掲げる国又は地域と 認の申請の期日、申請書の提出先、添付書類その他必要な事項は

する。 別に定めるものとし、その承認を要しない国又は地域は、次のイ

及びロに掲げる国又は地域とする。

（４）～（６） （略） （４）～（６） （略）


